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自 平成２８年 ４月 １日 

至 平成３８年 ３月３１日 

                                           

（平成30年 3月30日変更） 

 

 

北 海 道 

稚 内 市 

 
 

 

計画期間 



（変更の理由） 

 

  地域森林計画に適合させる為の変更 

「植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在」に係る森林の区域の追加のため 

  「公益的機能別施業森林等の整備に関する事項」に係る各種ゾーンの設定の変更のため 

  「路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項」に係る区域の追加のため 

「作業路網の整備に関する事項」に係る基幹路網の整備計画の追加及び変更のため 

  「森林の保護に関する事項」の変更のため 

 

 

 

（変更の内容） 

    

  「人工造林に関する事項」に係るコンテナ苗の活用等の追加 

「植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在」に係る森林の区域の追加 

  「公益的機能別施業森林等の整備に関する事項」に係る各種ゾーンの設定の変更 

  「路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項」に係る区域の追加 

「作業路網の整備に関する事項」に係る基幹路網の整備計画の追加 

  「森林の保護に関する事項」の変更 

  文章記載中の森林面積等の更新 

  文章記載中の文言の訂正 

  林小班の分割及び統合等による番号や面積の変更に伴う別表１及び別表２の修正 

 

 

 

（変更計画が有効となる年月日） 

 

   平成 30年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに（まえがき） 

 

稚内市森林整備計画（以下「本計画」という。）は、森林法（昭和26年法律第249

号｡以下「法」という。）第10条の５第１項の規定に基づき、北海道がたてる宗谷地

域森林計画（平成27年12月樹立、平成28年４月１日始期）の対象とする市内の民有

林（国有林以外の森林）について、法第10条の５第２項各号及び同第３項各号に定

める事項について、宗谷地域森林計画に適合して５年ごとに10年を１期と作成する

「稚内市の森林・林業のマスタープラン」であり、地域住民や森林所有者その他権

原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者（以下「森林所有者等」という。

）に対して、稚内市の森林関連施策の方向や造林から伐採までの森林施業の方向を

示すものであり、本計画に従って森林所有者等が森林の施業及び保護を実施するた

めの規範となるものです。 

また、森林所有者等が提出する伐採及び伐採後の造林の届出の受理審査、受理後

の指導及び変更、遵守、中止命令等や森林経営計画の認定基準となるものです。 

平成 28年３月 

                         稚内市長 工 藤  広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市 町 村 位 置 図 

 

Ｎ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



目  次 

 

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 
１ 森林整備の現状と課題                  ・・・・ １ 

２ 森林整備の基本方針                   ・・・・ ２ 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針            ・・・・ ４ 
 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 
第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）     

 １ 樹種別の立木の標準伐期齢               ・・・・ ５ 

 ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法           ・・・・ ５ 

 ３ その他必要な事項                   ・・・・ ６ 
 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項                 ・・・・ ８ 

２ 天然更新に関する事項                 ・・・・１０ 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在    ・・・・１３ 

４ 森林法第 10条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林を 

  すべき旨の命令の基準                 ・・・・１５ 

５ その他必要な事項                   ・・・・１５ 
 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法 

その他間伐及び保育の基準                

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法  ・・・・１６ 

２ 保育の種類別の標準的な方法              ・・・・１６ 

３ その他必要な事項                   ・・・・１７ 
 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項        

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法・・１８ 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき 

  森林の区域及び当該区域内における施業の方法      ・・・・１９ 

３ その他必要な事項                   ・・・・１９ 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針・２２ 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進 

  するための方策                    ・・・・２２ 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項   ・・・・２２ 

４ その他必要な事項                   ・・・・２２ 
 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針          ・・・・２３ 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策  ・・・・２３ 

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項     ・・・・２３ 

４ その他必要な事項                   ・・・・２３ 

 

 



第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業 

システムに関する事項                 ・・・・２４ 

２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項・・２５ 

３ 作業路網の整備に関する事項              ・・・・２５ 

４ その他必要な事項                   ・・・・２６ 

 

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項      ・・・・２７ 

 ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関 

する事項                       ・・・・２７ 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項・・・・２７ 
 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 
第１ 鳥獣害の防止に関する事項     

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の 

方法                         ・・・・２８ 

 ２ その他必要な事項                   ・・・・２８ 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法           ・・・・２９ 

２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く）      ・・・・２９ 

３ 林野火災の予防の方法                 ・・・・２９ 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意 

事項                         ・・・・２９ 

５ その他必要な事項                   ・・・・３０ 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 
 １ 保健機能森林の区域                   ・・・・３１ 

 ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の 

施業の方法に関する事項                 ・・・・３１ 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する 

事項                          ・・・・３１ 

 ４ その他必要な事項                    ・・・・３１ 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項             ・・・・３２ 

２ 生活環境の整備に関する事項               ・・・・３２ 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項          ・・・・３２ 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項            ・・・・３２ 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項          ・・・・３３ 

６ その他必要な事項                    ・・・・３３ 
 

別表１  

公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進を図る森林の区域・・・・３４ 

別表２  

公益的機能別施業森林における森林施業の方法         ・・・・３７ 


